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木質チップの大量施用は届け出を

　近年、農地などに雑草対策を目的とした大量の『木
質チップ』が投与され、施用した農地周辺の環境に
影響が出ているとの連絡が町に寄せられています。
　農地は耕作するための用地であり、やむを得ず
耕作できない場合の適正な管理として、雑草対策
のために木質チップを大量に施用する場合は、周
辺環境に配慮し、近隣とのトラブル防止に努めて
いただきますようお願いします。

　町では、農地などへの堆肥の不当な大量投与を防
止するため、堆肥の施用・保管に関して必要な事項
を条例で定めています。今回、農地などへ施用、保
管する肥料などの中に『木質チップ』を加えました。
　条例改正により、４月１日以降、次の基準を超
える『木質チップ』を施用または保管する場合、30
日前までに届出が必要となりますのでご注意くだ
さい。

届出が必要な施用量（木質チップ）

堆肥などの施用・保管の改定について

施用する土地 施用の量

農用地
（果樹園を含む）

総トン数…20ｔかつ…10ａ当たり…150㎥。
または敷き均し厚…15㎝となる量

※今回の条例改正によって、施用者に届出の義務が発生しますが、届出には施用する物の成分や契約状
況を明らかにしていただくことになります。
※木質チップ以外の堆肥や土壌改良材につきましても、今までどおり届出が必要です。ルールを守って
周辺環境の保全や地域のトラブル防止、適正な農地の管理にご理解とご協力をお願いします。

シニアパワー発揮中！

「シルバー人材センター」で働きませんか
　シルバー人材センターは、60歳以上の定年退職者などのシニアに対して、地域に密着した仕事を提供す
ることにより、働くことを通じて生きがいの充実や社会参加を促進しています。
　シルバー会員は、会社勤めをしていたかたや、農林業を営んでいたかた、専業主婦など多種多様です。
豊富な知識や経験、専門的技術を活かし、シルバーパワーで元気に活躍しています。

　センターには、毎年、草刈作業の依頼が多数寄せられます。このため、刈払機などを安全に使用す
るための講習会を開催します。会員以外のかたの参加もＯＫです。お待ちしています。

「刈払機等安全使用講習会」を開催

日時＝２月25日㈫　午前10時～
場所＝遺跡の森総合公園　ゲートボール場
内容＝ 刈払機・チェンソー操作方法の説明と

実技

募集人数＝20名（申込順）
申込方法＝２月20日㈭までに電話で申し込み
問合せ＝美里町シルバー人材センター
　　　　☎76-5430

こんな仕事があります！

依頼が多い「除草作業」
企業・家庭・公園などの除
草作業です。
一緒に働く仲
間もいます。

公共施設などの「清掃作業」
床拭き・ゴミ収集・トイレ
清掃などです。
希望する会員
を募集中です。

個人家庭の「家事作業」
依頼を受けた家庭の掃除・
買い物・炊事・洗濯などを
実施します。

届出が必要な保管量（木質チップ）

問合せ＝農林商工課　産業振興係　☎76-5133

保管する土地 保管の量

農用地 総トン数…20ｔ

会員はどんな仕事をしているの？
　シルバー人材センターの仕事は、公共機関や民
間企業、家庭などからの依頼をお受けしています。
具体的には、公共施設の清掃、公民館などの窓口
業務、小中学校の施設管理、公園の除草、企業敷
地の除草作業のほか、個人家庭の庭木の手入れ・
部屋の掃除などがあります。

シニア向けの仕事をお受けします
　高齢者にふさわしい仕事をお受けしています。
センターに仕事を依頼したいという企業や個人の
かた、お気軽にご相談ください。仕事内容に合っ
た会員をマッチングします。

会員になるにはどうすればいいの？
　入会できるのは、町内在住の60歳以上で、健康
で働く意欲のある人です。ご興味のあるかた、ま
ずは「入会説明会」にご参加ください。センター
の仕組み・働き方などについてご説明します。入
会説明会は、「原則、毎月第３水曜日」に実施して
います。

２月の説明会
日時＝２月19日㈬　午前10時30分～
場所＝美里町遺跡の森館
問合せ＝美里町シルバー人材センター　
　　　　☎76-5430

ルールを守って周辺環境の保全をお願いします


